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明
治
新
政
に
お
い
て
、
と
く
に
浜
松
に
移
住
し
た
失
業
武
士
の
所
業
を
警

告
し
た
布
達
の
一
部
に
は
、
「
近
来
、
人
を
道
路
に
と
め
、
暴
威
及
所
業
、

又
者
食
逃
杯
い
た
し
、
其
大
成
に
到
り
て
は
、
追
剥
・
押
込
様
之
儀
致
候
も

（
１
）

の
有
之
、
皆
御
藩
士
之
由
」
ま
た
「
大
勢
に
て
詩
を
吟
じ
、
唄
を
唄
い
、
差

（
２
）

多
る
用
も
な
く
し
て
遊
歩
行
致
間
敷
」
云
々
と
あ
る
。
新
政
を
確
立
す
る
に

当
っ
て
、
明
治
政
府
の
当
面
し
た
大
き
な
課
題
は
、
ま
ず
失
業
武
士
の
処

遇
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
戊
辰
戦
争
は
、
北
海
道
五

陵
郭
の
戦
に
よ
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
終
結
は
し
た
が
、
失
業
武
士
の
反
乱
、
暴

行
は
後
を
断
た
ず
、
徒
党
を
組
ん
で
新
政
へ
の
不
満
を
示
す
者
も
少
な
く
な

か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
明
ら
か
に
生
活
の
苦
境
や
藩
主
や
旧
制
度

へ
の
思
慕
も
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
、
社
会
不
安
の
様
相
は
、
一
層
、
複
雑
な

も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
新
政
府
は
、
単
な
る
厳
罰

や
取
締
り
強
化
で
は
抑
止
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
新
た
に
、
失
業
武
士
の
栄

誉
や
身
分
保
証
、
殖
産
興
業
に
よ
る
生
活
確
保
、
官
員
に
雇
用
す
る
こ
と
な

ど
に
よ
っ
て
、
新
政
府
に
協
力
さ
せ
て
い
く
政
策
を
打
ち
だ
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
小
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、

八
王
子
千
人
隊
の
士
族
復
帰
に
つ
い
て
（
野
口
）

は
じ
め
に

八
王
子
千
人
隊
の
士
族
復
帰
に
つ
い
て

『
明
治
新
政
に
お
け
る
千
人
隊
の
動
向

慶
応
三
年
二
条
城
で
「
大
政
奉
還
」
を
決
意
し
た
徳
川
慶
喜
は
、
翌
一
月

江
戸
に
還
り
、
平
穏
の
う
ち
に
変
革
が
行
な
わ
れ
ん
こ
と
を
期
待
し
、
無
抵

抗
恭
順
の
意
を
示
し
た
。
同
年
三
月
東
海
道
鎮
撫
使
は
、
甲
府
を
立
っ
て
、

三
月
十
日
、
千
人
隊
の
居
住
地
、
武
州
八
王
子
に
駒
を
進
め
た
が
、
こ
の
と

き
千
人
隊
は
「
甲
州
道
中
御
下
向
之
面
々
官
軍
因
州
・
長
州
人
数
六
百
余
人

八
王
子
表
三
ヶ
間
留
逗
千
人
組
之
儀
者
麻
上
下
二
而
大
月
番
窪
田
金
之
助
殿

（
３
）

屋
敷
前
二
而
出
迎
申
侯
」
。
と
鎮
撫
使
を
む
か
』
え
た
と
い
う
。
こ
の
際
に
、

千
人
隊
は
、
徳
川
家
の
存
続
と
千
人
隊
の
処
遇
に
つ
い
て
も
歎
願
し
た
が
、

こ
れ
に
対
し
て
、
板
垣
退
助
・
河
田
久
馬
の
両
名
は
、
「
汝
等
モ
ト
武
田
氏

ノ
遺
臣
、
今
徳
川
氏
ノ
扶
助
ヲ
受
ク
ル
ト
錐
言
亦
是
レ
天
朝
ノ
余
沢
ナ
リ

且
武
田
氏
ノ
徳
川
氏
二
於
ケ
ル
怨
ア
リ
恩
ナ
シ
今
日
慶
喜
大
義
二
悴
リ
王
師

ヲ
受
ク
ル
ノ
際
、
何
ヲ
苦
テ
之
レ
ガ
為
〆
一
一
歎
願
ス
ル
ャ
我
今
汝
等
ヲ
シ
テ

（
４
）

主
師
二
帰
セ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
」
と
述
べ
、
千
人
隊
の
申
入
は
一
旦
は
拒
否
さ

れ
た
が
、
将
軍
慶
喜
の
強
い
要
請
も
あ
り
、
結
局
、
「
千
人
隊
者
、
不
残
血

と
く
に
八
王
子
千
人
隊
の
士
族
復
帰
と
い
う
問
題
を
と
り
上
げ
若
干
の
考
察

を
加
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

野
口
正
久
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や
が
て
六
月
八
日
に
な
る
と
、
徳
川
家
は
、
中
老
の
服
部
綾
雄
を
通
じ
、

千
人
隊
一
同
に
対
し
、
「
御
領
地
高
相
定
候
二
付
テ
者
多
人
数
之
家
来
御
扶

助
御
行
届
難
相
成
候
間
不
便
至
極
二
者
候
得
共
」
と
、
駿
府
移
住
の
難
か
し

い
こ
と
を
諭
し
て
、
「
御
扶
持
方
御
役
金
等
都
而
御
手
当
向
当
六
月
御
渡
方

被
成
兼
候
」
と
、
扶
持
、
手
当
金
等
の
廃
止
を
通
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
全
く
千
人
隊
は
解
体
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
、
八
王
子
周
辺
の
住
民
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
感

じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
の
ち
の
「
三
多
摩
自
由
民
権
運

判
銘
々
仕
官
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

官
軍
鎮
撫
隊
は
、
四
月
同
市
千
人
町
宗
格
院
に
「
陸
軍
仮
扱
所
」
を
設
置

し
、
同
年
六
月
の
取
払
い
ま
で
、
帰
順
や
拝
領
屋
敷
上
知
等
の
事
務
を
行
な

っ
て
い
っ
た
。

慶
応
四
年
五
月
新
政
府
は
、
一
旦
、
上
知
し
た
所
領
を
、
徳
川
家
を
継
い

だ
田
安
亀
之
助
に
対
し
、
駿
・
遠
・
三
州
等
七
十
万
石
の
所
領
を
安
堵
し
、

そ
の
た
め
徳
川
家
は
駿
府
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。

六
月
七
日
、
鎮
撫
府
参
謀
は
、
千
人
隊
の
長
官
に
対
し
て
「
武
州
八
王
子

千
人
隊
之
輩
、
先
達
而
勤
王
無
二
心
趣
諭
書
差
出
侯
処
、
今
般
田
安
亀
之
助

江
徳
川
家
名
被
仰
封
領
地
モ
御
沙
汰
相
成
候
二
付
、
臣
子
之
至
情
徳
川
家

ご
「
徳
川
家
江
復
帰
致
届
等
有
之
族
も
有
之
、
又
者
此
儘
勤
仕
也
届
モ
有

之
族
モ
有
之
、
平
生
兄
込
耶
無
忌
揮
至
急
出
願
可
被
致
候
」
と
あ
る
よ
う

に
、
一
刻
も
早
く
千
人
隊
を
解
体
し
、
拝
領
屋
敷
の
立
退
を
命
じ
、
新
政
府

の
威
力
に
よ
っ
て
徳
川
の
旧
勢
力
を
除
去
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

法
政
史
学
第
二
十
九
号

二
、
八
王
子
千
人
同
心
の
解
体

動
」
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
そ
の
主
役
は
、
た
し
か
に
豪
農
層
に
変
る

が
、
千
人
隊
の
系
譜
の
者
も
反
藩
閥
政
治
の
運
動
へ
と
参
加
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

千
人
隊
は
、
六
月
八
日
の
達
し
で
一
応
解
体
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

表
面
は
恭
順
し
た
か
に
見
え
た
が
、
新
政
府
に
対
し
不
満
、
償
は
消
え
な
か

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
上
野
の
戦
争
へ
の
脱
出
、
拝
領
屋
敷
上
知
に
対
す
る

執
よ
う
な
請
願
歎
願
、
千
人
町
の
名
を
と
ど
め
る
努
力
、
後
に
見
ら
れ
る
士

族
復
帰
へ
の
情
熱
、
さ
ら
に
浜
松
に
移
住
し
、
荒
地
の
開
拓
を
行
う
な
ど
、

そ
の
動
静
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
伊
藤
源
太
郎
の
『
士
族
復
帰
願
』
に
よ
る
と
、
「
抑
モ
大
政
御

維
新
ノ
際
二
当
り
徳
川
氏
ノ
其
家
臣
ヲ
処
ス
ル
一
一
三
種
ノ
区
別
ヲ
以
テ
ス

其
一
〈
直
二
大
政
府
二
引
継
キ
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
当
時
之
ヲ
朝
臣
ト
称
ス
、

其
こ
く
假
令
家
禄
〈
給
与
セ
ラ
レ
ザ
ル
モ
旧
主
ノ
膝
下
二
随
カ
ハ
ン
ト
調
フ

テ
止
マ
ザ
ル
モ
ノ
当
時
之
ヲ
称
シ
テ
無
禄
移
住
卜
云
う
即
チ
静
岡
へ
移
住
ヲ

許
サ
レ
タ
モ
ノ
。
其
三
〈
御
暇
ト
云
う
其
暇
ヲ
請
上
ダ
ル
所
ノ
モ
ノ
ハ
、
従

来
、
在
住
ノ
地
二
土
着
シ
テ
膿
商
ノ
業
二
従
事
シ
以
テ
旧
主
が
春
顧
ノ
累
ヲ

（
５
）

薄
フ
セ
ン
コ
ト
ヲ
慮
リ
タ
ル
ニ
外
ナ
ラ
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
三
つ
の
道
を

選
ぶ
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
千
人
隊
士
は
、
こ
の
う
ち
ど
の

よ
う
な
方
向
を
選
び
、
自
ら
の
去
就
を
決
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

六
月
十
一
日
の
達
し
に
は
、
田
安
亀
之
助
に
七
十
万
石
を
賜
わ
っ
た
が
、

最
早
「
多
人
数
御
扶
助
難
相
成
候
、
右
二
付
テ
ハ
王
臣
願
候
共
、
又
は
御
暇

願
候
共
決
心
之
上
、
可
申
聞
旨
達
有
之
候
、
右
二
付
千
人
隊
不
残
御
暇
願
差

（
６
）

出
候
、
右
之
内
王
臣
願
之
者
五
拾
人
程
有
之
候
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
新
政

府
へ
の
取
立
を
願
出
る
も
の
が
五
十
余
人
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

七
八
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そ
の
六
月
に
は
「
千
人
隊
一
同
願
之
通
御
暇
被
下
置
候
事
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
他
の
大
半
の
者
は
御
暇
に
よ
り
帰
農
士
着
の
道
を
選
ん
だ
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
新
政
府
へ
の
取
立
を
願
い
出
た
千
人
隊
士
は
ど
の
よ
う
な
道
を
進

む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

㈹
護
境
隊
八
王
子
千
人
同
心

七
月
十
日
、
鎮
撫
府
参
謀
は
、
「
当
春
勤
王
二
念
之
趣
申
出
候
得
共
、
猶

又
先
頃
去
就
之
企
望
モ
侯
（
〈
願
出
候
様
御
沙
汰
二
相
成
候
処
、
別
紙
之
者

共
兼
テ
決
定
之
道
二
奉
仕
御
沙
汰
候
事
但
御
宛
行
之
儀
〈
是
迄
之
通

七
月
十
日
鎮
撫
府
参
謀
」
と
あ
る
よ
う
に
、
朝
臣
組
は
頭
取
三

人
、
即
ち
秋
山
喜
左
衛
門
・
込
谷
民
五
郎
・
丸
山
惣
兵
術
を
中
心
に
隊
員
四

十
八
名
軍
務
官
付
八
王
子
同
心
と
し
て
護
境
隊
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
の
隊
士
の
一
人
の
履
歴
は
、

「
元
旧
幕
臣
宿
所
拝
領
地
武
州
八
王
子
千
人
町

祖
父
野
口
安
三
死
千
人
隊
相
勤
申
候

父
野
口
林
右
衛
門
死
千
人
隊
相
勤
申
候

高
六
石
七
斗
跡
率
誹
醸
野
口
林
平

歳
午
一
一
一
十
一

明
治
元
辰
年
七
月
十
二
Ⅱ
朝
臣
被
仰
付
軍
務
官
付
同
心
被
仰
付
八
王
子
関

門
相
動
明
治
一
一
已
年
十
一
一
月
神
奈
川
県
貫
属
卒
被
仰
付
同
三
年
午
二
月
神
奈

川
表
出
仕
被
申
付
罷
越
兵
隊
相
勤
罷
在
候
。
」

と
あ
る
。
新
政
府
は
、
慶
応
四
年
五
月
十
五
日
元
高
家
、
旗
本
に
本
領
安
堵

を
命
じ
、
さ
ら
に
同
二
十
八
日
は
太
政
官
布
告
第
四
百
二
十
四
号
に
「
元
旗

下
上
京
帰
順
之
面
々
、
先
般
徳
川
御
処
置
被
仰
付
侯
上
々
出
格
之
思
召
ヲ

八
王
子
千
人
隊
の
士
族
復
帰
に
つ
い
て
（
野
口
）

以
元
旗
下
都
テ
本
領
安
堵
被
仰
付
候
、
就
テ
ハ
高
家
以
下
席
々
旧
号
ヲ
廃
シ

凡
テ
中
大
夫
・
下
大
夫
・
上
士
三
等
之
列
二
被
仰
付
侯
間
為
心
得
申
達
候

事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
結
局
、
百
石
以
上
が
「
上
士
」
と
な
り
、
百
石
以
下

の
旧
幕
臣
の
称
は
別
に
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
履
歴
資
料
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
朝
臣
に
な
っ
た
千
人
隊
士
も
「
八
王
子
同
心
」
と
唱
え
、
旧

来
の
称
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
翌
二
年
六
月
に
は
諸
藩
版
籍
奉
還
の
結
果
、
新
政
府
は
旧
藩
士

ら
の
称
を
新
た
に
定
め
て
い
る
。
や
が
て
旧
幕
臣
の
称
も
改
訂
し
て
、
全
国

旧
武
士
階
級
と
同
一
名
称
の
も
と
に
統
一
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
こ
う
し

て
明
治
二
年
十
一
一
月
三
日
、
大
政
官
布
告
千
百
四
号
を
も
っ
て
、
「
維
新
の

御
政
体
に
基
き
追
犬
改
正
可
致
就
て
は
中
下
大
夫
以
下
の
称
被
廃
都
て
士
族

及
ひ
卒
と
称
し
」
「
禄
制
二
十
一
等
に
分
ち
士
族
は
十
八
等
に
止
」
「
但
士

族
の
元
高
十
三
石
に
満
た
す
卒
の
高
八
石
に
満
た
さ
る
者
は
是
迄
通
」
「
旧

（
７
）

来
同
心
輩
は
卒
と
可
称
事
」
こ
と
な
ど
が
決
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

八
王
子
同
心
は
、
石
高
八
石
に
満
た
な
い
者
が
多
か
っ
た
。
然
し
、
旧
来

の
同
心
は
、
「
卒
」
と
称
す
べ
き
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
野
口
林
平
は
じ

め
、
朝
臣
に
な
っ
た
同
心
は
、
す
べ
て
貫
属
卒
と
な
っ
て
い
る
。

新
政
府
は
明
治
五
年
三
月
に
な
る
と
「
世
襲
の
卒
は
士
族
に
編
入
」
の
布

達
を
出
し
て
い
る
。
時
あ
た
か
も
、
戸
籍
法
施
行
の
年
に
あ
た
り
、
前
年
に

は
、
廃
藩
置
県
が
断
行
さ
れ
、
先
の
明
治
二
年
改
正
よ
り
、
一
層
、
全
国
統

一
的
な
制
度
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
八
王
子
千
人
隊
の
よ
う
に
、

天
正
以
来
の
直
参
世
襲
の
下
級
武
士
も
、
新
ら
た
な
体
制
の
中
に
組
ゑ
入
れ

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
五
年
七
月
二
十
二
日
、
神
奈
川
県
権
令
大
江
卓
は
、

七
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「
当
県
貫
族
率
之
者
士
族
二
被
仰
付
度
儀
二
付
、
相
伺
候
書
付
、
各
府
県
貫

族
卒
之
内
、
従
前
番
代
抱
替
之
跡
ヲ
以
、
其
悴
等
江
禄
高
ヲ
給
与
Ｚ
自

然
世
襲
之
姿
ニ
相
成
候
分
者
、
自
今
士
族
可
被
仰
付
、
御
布
告
一
一
付
夫
取

調
、
今
般
別
紙
ヲ
以
相
何
申
候
、
然
ル
虚
大
田
ロ
ロ
外
五
拾
人
之
儀
者
、

旧
幕
中
従
前
譜
代
井
筋
目
之
モ
ノ
一
一
而
、
抱
之
者
而
者
、
卿
家
格
之
別
も

有
之
候
得
共
、
身
分
席
以
下
二
付
、
卒
二
編
入
致
候
儀
之
虚
、
今
般
御
布

告
一
一
而
右
様
抱
之
者
□
□
可
被
仰
付
上
者
、
別
紙
名
前
之
者
共
も
更
二
士

族
二
被
仰
付
度
此
段
相
伺
申
候
、
以
上

壬
申
七
月
二
十
二
日

大
江
神
奈
川
県
権
令

井
上
大
蔵
大
輔
殿

」

と
、
大
蔵
大
輔
井
上
馨
に
何
書
を
提
出
し
た
の
に
対
し
て
、
井
上
大
蔵
大
軸
か

ら
は
、

「
書
面
伺
之
通
、
士
族
江
可
令
細
入
候
事

壬
申
八
月
十
六
ｎ

大
蔵
大
輔
井
上
馨
」

と
書
付
が
、
十
六
日
付
で
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
慶
応
四
年
七
月
朝
臣
に
な
っ
た
千
人
隊
士
は
、
護
境
隊
八
王
子
同

心
と
な
り
、
神
奈
川
県
貫
属
卒
と
な
り
、
明
治
五
年
神
奈
川
県
士
族
に
編
入

ざ
れ
公
債
証
書
も
下
附
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

②
・
無
禄
移
住
千
人
隊
士

先
に
も
述
べ
た
が
、
慶
応
四
年
六
月
お
暇
仰
付
け
ら
れ
た
千
人
頭
は
一
時

も
早
く
、
千
人
町
の
拝
領
屋
敷
立
退
を
命
ぜ
ら
れ
、
千
人
頭
八
人
は
間
も
な

く
静
岡
に
出
立
し
、
彼
地
で
「
書
院
番
」
「
中
從
人
」
等
に
仰
付
け
ら
れ

た
。
こ
の
時
千
人
隊
士
も
頭
と
共
に
、
「
元
頭
共
駿
地
江
出
立
仕
候
義
段
、

元
中
間
組
頭
吉
野
六
右
衛
Ⅲ
初
奉
十
六
人
之
者
旧
冬
出
府
仕
」
と
あ
る
よ
う

法
政
史
学
第
二
十
九
号

に
、
十
六
名
が
移
住
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
無
禄
を
覚
悟
の
上
で
の
移
住
で

あ
っ
た
。
彼
等
は
、
静
岡
に
移
り
、
間
も
な
く
「
静
岡
藩
勤
番
組
三
等
勤

番
」
を
命
ぜ
ら
れ
、
三
人
扶
持
四
十
両
の
年
手
当
金
を
支
給
さ
れ
、
再
び
家

臣
と
な
っ
て
い
る
。

静
岡
藩
は
、
中
央
政
府
の
旧
武
士
団
称
号
統
一
に
際
し
て
も
、
静
岡
藩
独

自
の
称
を
と
な
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
所
在
地
を
示
す
貫
属
称
の
象

つ
け
、
静
岡
藩
勤
番
貫
属
三
等
勤
番
を
用
い
て
、
中
大
夫
・
下
大
夫
・
上
士

・
卒
の
称
は
と
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
四
年
廃
藩
置
県
は
、
静
岡
藩
も
藩
知
事
と
な
り
、
所
領

は
上
知
さ
れ
、
中
央
政
府
か
ら
任
命
さ
れ
た
「
知
藩
事
」
に
よ
り
、
地
方
行

政
が
管
轄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
五
年
の
新
身
分

称
号
に
統
一
改
正
す
る
際
に
は
、
新
た
に
三
等
勤
番
の
千
人
同
心
も
、
静
岡

県
貨
属
士
族
の
称
を
有
し
た
の
で
あ
る
。

ｈ
帰
農
組
千
人
隊
士

帰
農
組
同
心
と
は
、
先
の
慶
応
四
年
六
月
お
人
減
の
際
、
身
分
証
明
の
印

証
を
証
拠
に
在
地
の
農
商
に
つ
い
た
者
で
あ
り
、
恩
義
と
新
政
府
へ
の
慣
・

生
活
苦
栄
誉
獲
得
の
た
め
、
一
時
的
に
徳
川
家
を
離
れ
、
時
期
到
来
を
待
ち

の
ぞ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

明
治
二
年
、
政
府
は
各
藩
に
対
し
て
、
「
知
行
地
給
か
ら
廩
米
制
」
に
切

り
か
え
、
各
藩
の
財
政
窮
乏
を
救
い
？
同
年
五
月
二
十
六
日
「
脱
籍
浪
人
復

籍
の
措
置
」
を
公
に
し
、
諸
国
で
争
乱
を
起
す
失
業
武
士
を
、
各
藩
は
吸
収

す
る
布
達
を
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
各
藩
主
も
旧
家
臣
団
の
復
帰
の
希
望
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
、
殖

産
興
業
を
盛
ん
に
起
す
機
運
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
静
岡
藩
で
は
、

八
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藩
組
織
の
一
部
で
あ
っ
た
「
新
番
組
」
を
解
散
し
、
開
墾
方
頭
中
条
・
頭
並

大
草
・
頭
取
久
保
等
を
命
じ
、
開
墾
方
五
百
余
名
を
明
治
二
年
に
牧
野
原
金

谷
に
入
植
さ
せ
、
開
拓
に
従
事
さ
せ
て
い
“
ま
た
、
浜
松
に
お
い
て
も
、

気
賀
村
豪
士
、
気
賀
林
（
岩
井
宣
徳
）
は
、
明
治
二
年
四
月
井
上
八
郎
浜
松

奉
行
を
通
じ
て
、
徳
川
家
達
に
三
方
原
開
拓
、
道
路
開
さ
く
等
を
上
申
し
、

直
ち
に
着
手
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
二
年
の
幕

に
は
、
同
人
に
対
し
士
族
入
植
長
屋
建
設
を
命
じ
て
お
り
、
五
十
戸
建
設
す

（
９
）

る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
徳
川
静
岡
藩
は
、
「
曽
テ
賜
暇
相
成
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ

テ
、
印
證
所
持
ノ
モ
ノ
〈
帰
参
差
許
候
間
可
一
一
願
出
一
」
と
あ
り
、
「
遂
二
明
治

（
Ⅲ
）

三
年
八
月
以
降
、
漸
次
、
相
携
シ
テ
帰
参
ノ
願
ヲ
提
出
シ
ダ
」
の
で
あ
る
。

千
人
隊
士
の
う
ち
、
飯
田
森
次
郎
の
場
合
は
、
明
治
三
年
二
月
に
願
出
、

常
盤
為
親
は
同
年
四
月
二
日
に
帰
藩
し
、
野
口
久
平
は
、
明
治
三
年
六
月
に

帰
藩
歎
願
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
治
二
年
の
情
勢
は
、
翌
年
に
入
っ
て
間
も
な
く
実
行
に
移
さ
れ
た
と
見

る
べ
き
で
、
三
年
八
月
が
最
も
多
く
出
願
し
た
時
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
明
治
二
年
六
月
、
版
籍
奉
還
が
一
部
で
行
な
わ
れ
、
新
政
府

に
、
旧
藩
士
の
編
入
が
は
じ
ま
り
、
名
称
統
一
な
ど
の
布
達
が
出
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

明
治
三
年
九
月
十
日
太
政
官
は
、
各
藩
に
対
し
「
藩
制
施
行
」
を
命
じ
、

旧
藩
主
へ
の
帰
藩
に
支
障
が
現
れ
た
。
「
同
十
月
一
一
到
り
総
代
ヲ
派
シ
処
分

ヲ
促
シ
タ
ル
一
一
豈
図
ラ
ン
ャ
目
下
藩
制
施
行
被
仰
出
タ
ル
ー
ー
ョ
リ
前
願
〈
許

（
、
）

可
致
シ
難
キ
』
ロ
ヲ
論
サ
レ
タ
リ
」
と
あ
り
、
旧
千
人
隊
士
の
内
「
八
百
余

名
」
は
帰
藩
に
成
功
し
た
が
、
八
十
余
名
の
隊
士
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て
し
ま

八
王
子
千
人
隊
の
士
族
復
帰
に
つ
い
て
（
野
口
）

士
族
復
帰
運
動
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
ご
と
く
新
政
府
は
旧
家
臣
団
の
旧

籍
に
復
さ
せ
る
措
置
を
と
っ
た
が
、
や
が
て
藩
制
施
行
を
布
達
し
、
事
実

上
、
帰
藩
が
中
止
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
失
業
武
士
は
全
国
的
に

増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
明
治
五
年
一
月
二
十
九
日
に
は
、
卒
の
身
分
を

廃
止
し
、
皇
族
・
華
族
・
士
族
・
平
民
の
新
称
号
を
定
め
、
旧
武
士
階
級
に

金
禄
公
債
証
書
が
下
附
さ
れ
て
い
る
が
、
調
査
の
不
充
分
、
米
価
の
不
統
一

な
ど
あ
っ
て
、
過
不
足
を
生
じ
、
政
府
に
吸
収
し
た
階
層
に
も
内
部
矛
盾
が

あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
家
臣
団
の
中
に
は
明
治
二
年
の
旧
藩

復
籍
で
は
吸
収
し
き
れ
な
か
っ
た
、
千
人
隊
の
中
に
も
こ
の
よ
う
な
人
達
が

八
十
余
名
も
あ
り
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
士
族
復
帰
運
動
を
起
こ
し
た
。

明
治
三
十
年
十
月
二
十
九
日
、
法
律
第
五
十
号
「
家
禄
賞
典
禄
虚
分
法
」

が
布
達
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
が
士
族
復
帰
の
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た

と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
士
族
復
帰
歎
願
」
運
動
と
い
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。

第
一
期
は
、
明
治
二
十
四
年
一
月
八
日
、
江
添
信
一
郎
外
六
十
一
名
が
、

在
住
町
村
長
二
十
名
の
奥
印
連
書
を
得
て
外
務
大
臣
西
郷
従
道
宛
歎
願
し

っ
た
の
で
あ
る
。

帰
藩
し
た
旧
千
人
隊
士
は
、
静
岡
藩
に
て
、
新
し
い
組
織
で
あ
る
静
岡
藩

勤
番
組
三
等
勤
番
に
任
ぜ
ら
れ
、
明
治
一
一
年
の
称
号
改
正
な
く
、
明
治
四
年

廃
藩
置
県
を
へ
て
、
明
治
五
年
一
月
二
十
九
日
卒
を
廃
し
て
、
士
族
称
を
置

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
千
人
隊
士
は
静
岡
県
成
立
と
共
に
知
藩
事
の
下
で
、
静

岡
県
貫
族
士
族
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
士
族
復
帰
運
動

八
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た
。そ
の
歎
願
書
に
は
、
「
某
等
徴
臣
固
ヨ
リ
薄
禄
ニ
シ
テ
剰
へ
家
族
移
多
ナ

ル
ヵ
為
〆
」
「
印
章
ダ
ニ
有
セ
ハ
他
日
帰
藩
シ
能
ハ
サ
ル
ナ
シ
ト
固
信
と

「
印
章
ヲ
携
帯
シ
帰
藩
願
ヲ
旧
主
徳
川
静
岡
藩
知
事
一
一
出
願
ス
ル
ニ
豈
図
ラ

ン
朝
廷
〈
既
二
廃
藩
置
県
ノ
新
政
ヲ
布
力
と
「
実
二
某
等
細
民
ト
雌
モ
累

年
祖
先
ノ
余
光
一
一
棲
生
シ
一
朝
祖
先
ノ
祭
祀
ヲ
胴
グ
コ
ト
能
ハ
ザ
リ
シ
ヲ
塊

シ
況
ャ
一
朝
ノ
過
失
ヲ
シ
テ
祖
先
国
家
一
一
足
ス
ノ
功
績
ヲ
失
フ
ノ
理
ナ
キ
ニ

於
テ
オ
ャ
」
と
、
祖
先
の
栄
誉
を
述
べ
、
帰
藩
の
遅
れ
た
理
由
を
述
べ
、
祖

先
や
子
孫
に
対
し
て
申
訳
け
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
歎
願
は
、
明
治
二
十
七
年
一
月
十
二
日
右
同
様
、
同
年
十
月

小
川
保
一
を
代
表
と
し
て
六
十
九
名
が
内
務
大
臣
野
村
靖
宛
に
も
出
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
明
治
一
一
十
八
年
三
月
八
日
に
は
、
伊
藤
源
太
郎
外
四
十
九
名
連

署
に
よ
る
内
務
大
臣
野
村
端
宛
、
十
四
ヶ
村
長
が
「
元
千
人
隊
ノ
者
旧
徳
川

家
臣
二
候
也
、
従
三
位
公
爵
徳
川
家
達
⑩
」
の
証
明
書
を
貼
布
し
歎
願
を
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一
一
期
は
、
明
治
一
一
一
十
年
十
月
二
十
九
日
法
律
第
五
十
号
「
家
禄
賞
典
禄

虚
分
法
」
が
公
布
さ
れ
、
士
族
復
帰
の
第
二
期
を
迎
え
た
と
き
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。

即
ち
、
こ
れ
は
法
律
第
五
十
号
の
明
治
四
年
禄
高
整
理
法
、
明
治
六
年
禄

高
公
債
証
書
の
不
足
額
等
の
た
め
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
輪
王
寺

宮
家
臣
」
は
、
明
治
三
年
九
月
の
大
阪
官
布
告
に
よ
っ
て
、
士
族
称
を
得
ら

れ
ず
、
明
治
一
一
十
八
年
十
二
凡
内
務
大
臣
へ
歎
願
し
、
同
一
一
十
九
年
閣
議
決

済
で
同
年
九
月
三
日
、
一
一
一
代
相
思
の
も
の
が
士
籍
に
編
入
に
な
り
恩
典
に
欲

し
て
い
る
。

法
政
史
学
第
二
十
九
号

さ
ら
に
旧
家
臣
団
に
対
す
る
名
誉
回
復
運
動
が
起
る
が
、
こ
の
点
、
維
新

の
際
、
徳
川
氏
に
従
っ
て
行
動
し
た
家
臣
の
顕
彰
碑
が
、
明
治
十
年
以
降
に

な
る
と
盛
ん
に
立
ち
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
明
治

三
十
一
年
七
月
一
一
十
九
日
伊
藤
源
太
郎
を
中
心
に
、
七
十
一
名
が
連
書
歎
願

し
た
が
、
同
年
十
一
月
二
十
二
日
、
東
京
府
知
事
は
「
士
族
編
入
願
全
然
不

（
皿
）

認
可
」
と
の
回
答
を
届
け
た
の
で
あ
る
。

第
三
期
は
、
右
の
よ
う
な
回
答
を
得
た
伊
藤
涼
太
郎
外
七
十
名
は
、
右
同

年
十
二
月
十
一
一
一
日
再
度
歎
願
書
を
提
出
す
る
と
同
時
に
、
幕
末
北
海
道
五
陵

郭
に
政
府
軍
と
戦
っ
た
総
帥
榎
本
武
場
を
通
じ
、
内
務
次
官
松
平
正
直
宛
紹

介
状
を
と
り
つ
け
、
運
動
を
推
進
し
よ
う
と
は
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
期
は
、
伊
藤
源
太
郎
等
は
、
早
速
紹
介
状
を
も
っ
て
内
務
次
官
松
平

正
直
に
面
接
し
、
詳
細
に
事
情
説
明
を
行
な
っ
て
助
力
を
依
頼
し
て
い
る
。

元
静
岡
藩
勤
番
組
頭
由
利
元
十
郎
は
、

「
元
徳
川
家
達
家
来
千
人
隊
伊
藤
源
太
郎
外
之
者
、
明
治
三
年
中
帰
藩
願
出

之
当
時
詮
議
中
藩
政
施
行
被
仰
出
候
二
付
、
藩
知
事
限
り
処
分
相
成
兼
侯

儀
二
依
り
、
該
件
聞
届
サ
リ
シ
モ
ノ
ー
ー
有
之
候
、
当
時
自
分
取
扱
ノ
任
一
一

居
り
候
二
付
、
事
実
ヲ
証
ス
ル
為
〆
遊
二
開
中
候
也

明
治
三
十
二
年
四
月
二
十
七
日

元
静
岡
藩
勤
番
組
頭

（
旧
）

士
族
由
利
－
工
」

と
あ
る
。
こ
こ
で
、
元
と
あ
る
の
は
元
十
郎
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
徳
川
家
で
は
、
家
達
の
署
名
に
よ
り
次
の
よ
う
に
証
明
し
て
い
る
の
で
あ

る
。「
元
ト
取
扱
者
、
提
出
ノ
書
面
持
参
副
申
書
請
求
二
付
、
由
利
元
十
郎
ナ
ル

八
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モ
ノ
元
ト
当
藩
仮
胤
ノ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
立
証
傍
更
二
副
申
候
也

明
治
三
十
二
年
山
川
二
十
九
Ⅱ

公
爵
徳
川
家
達
⑩
」

か
く
し
て
計
六
十
八
名
が
「
士
族
復
帰
」
を
果
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
こ
の
間
、
運
動
か
ら
は
ず
れ
た
も
の
を
不
明
と
し
て
十
三
、
絶
家
と
な

っ
た
者
三
家
が
数
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
歎
願
者
住
居
地
域
別
を
見
る
と
、
千
人
町
二
十
六
名
、
市
内
五
名

（
八
幡
町
、
横
山
町
等
）
・
川
口
村
九
宅
・
恩
力
村
七
名
外
一
、
二
名
の
町

村
二
十
ヶ
村
を
数
え
て
い
る
。

千
人
町
居
住
同
心
が
多
い
の
は
、
幕
末
新
政
府
が
進
駐
し
、
慶
応
四
年
六

月
千
人
隊
の
解
体
と
共
に
、
拝
領
屋
敷
の
連
刻
立
退
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
主

君
か
ら
暇
を
出
さ
れ
、
行
く
先
の
な
い
旧
家
臣
団
が
し
き
り
に
居
住
権
を
歎

願
し
、
年
貢
上
納
、
門
玄
関
取
払
等
を
条
件
に
明
治
元
年
十
二
月
七
ヶ
年
の

借
地
権
を
得
、
明
治
五
年
払
下
げ
を
受
け
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
事
情
で
幸
い
帰
藩
の
許
さ
れ
た
隊
士
も
「
一
金
三

拾
両
也
右
者
今
般
帰
藩
御
願
被
成
候
二
付
道
中
往
復
弁
取
扱
中
諸
入
費
」

「
借
用
中
金
子
之
事

一
金
三
両
也

但
通
用
金

右
者
今
般
帰
藩
被
命
候
出
立
入
用
差
支
無
、
借
用
申
條
実
正
也
返
済
之
儀

者
来
ル
末
年
九
月
迄
、
致
返
上
納
仕
候
為
後
日
一
札
入
置
申
請
書
佃
如
件

午
九
月
廿
日

藤
本
兵
助

（
ｕ
）

栗
沢
猪
之
助
殿

」

と
あ
る
よ
う
に
、
拝
領
屋
敷
の
隊
士
は
、
こ
と
に
窮
乏
し
て
い
た
と
い
え

る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
家
族
の
処
遇
や
処
理
も
し
な
け
れ
ば
、
帰
藩
も
で

八
王
子
千
人
隊
の
士
族
復
帰
に
つ
い
て
（
野
口
）

き
た
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
在
村
同
心
は
、
一
応
生
業
を
も
っ
て

い
た
が
、
拝
領
屋
敷
同
心
は
生
業
が
な
か
っ
た
た
め
、
帰
参
願
が
お
く
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

士
族
復
帰
願
と
共
に
「
家
禄
給
与
請
願
」
が
明
治
三
十
一
年
に
出
さ
れ
て

い
る
。
つ
い
で
明
治
三
十
八
年
九
月
一
一
十
五
日
に
大
蔵
大
臣
男
爵
曽
弥
荒
助

の
名
で
「
右
明
治
三
十
年
法
律
第
五
十
号
家
禄
賞
典
禄
処
分
法
二
基
キ
高
虚

分
ノ
件
出
願
ノ
処
請
願
人
〈
明
治
三
九
月
十
日
布
発
藩
制
施
行
以
後
家
禄
ヲ

（
胆
）

右
シ
タ
ル
者
ニ
ァ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
願
意
採
用
シ
難
シ
」
の
通
知
が
出
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
公
債
証
書
は
つ
い
に
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
記
し
た
よ
う
に
し
て
、
旧
家
臣
団
は
全
く
、
旧
藩
時
代
の
名
残
は

と
ど
め
ず
、
新
政
府
に
組
永
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
ず
第
一

に
、
藩
領
を
没
収
し
て
、
新
政
治
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
が
、
政
治
基
礎
の

準
備
が
不
足
し
て
い
た
た
め
、
一
旦
上
知
し
た
所
領
を
藩
主
に
再
び
安
堵

し
、
不
平
武
士
や
浪
人
の
定
着
を
旧
藩
主
に
力
に
よ
っ
て
吸
収
を
は
か
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
旧
体
制
に
復
す
る
こ
と
で
な

く
、
統
一
政
治
へ
の
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
第
二
に
間
も
な
く
政
府
は
版
籍
奉
還
の
布
達
を
出
し
、
旧
家
臣
団
の
名

称
統
一
に
乗
り
出
し
た
。
版
籍
奉
還
、
名
称
統
一
で
、
政
府
の
基
を
強
め
、

藩
制
改
革
に
よ
っ
て
、
浪
人
・
失
業
武
士
の
復
籍
を
中
断
し
、
次
い
で
、
百

石
以
上
の
家
臣
団
を
士
族
と
い
う
統
一
称
号
で
上
級
家
臣
団
と
同
称
に
し
百

石
以
下
を
卒
と
し
て
、
栄
誉
を
与
え
、
第
三
に
廃
藩
置
県
を
断
行
し
、
政
治

機
構
と
し
て
、
藩
閥
政
府
を
確
立
し
、
徴
兵
制
度
を
施
行
す
る
に
当
り
、
百

ま
と
め

八
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石
以
下
の
卒
旧
家
臣
団
を
も
士
族
に
編
入
し
て
懐
柔
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
多
摩
の
住
民
の
多
く
は
、
藩
閥
政
府
に
抵
抗
し
、
明
治
十
年
代
に

起
る
、
多
摩
の
豪
農
層
を
中
心
と
す
る
「
自
由
民
権
運
動
」
に
、
旧
千
人
隊

の
人
々
も
参
加
し
、
あ
る
い
は
資
金
の
拠
出
、
精
神
的
援
助
も
行
な
っ
て
い

る
・
震
た
「
武
相
困
民
党
溝
〕
に
も
加
担
し
た
と
思
わ
れ
る
．
（
こ
れ
に

つ
い
て
は
別
に
論
を
た
て
考
察
し
た
い
）
幕
末
、
明
治
初
期
の
多
摩
に
は
千

人
同
心
の
よ
う
な
兵
農
未
分
離
の
下
級
武
士
と
農
民
が
混
住
し
、
世
界
の
危

機
を
肌
で
感
じ
た
開
明
的
思
想
も
生
れ
て
い
た
。
か
く
て
藩
閥
政
府
に
対
す

る
反
骨
の
気
風
も
あ
り
、
早
く
か
ら
培
わ
れ
た
抵
抗
の
精
神
が
内
在
し
て
い

た
と
も
い
え
る
。
千
人
隊
と
い
う
下
級
武
士
団
の
存
在
と
士
族
復
帰
と
を
通

じ
て
新
政
府
の
成
立
事
情
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
。

〆、／、「､'■、

７６５４
ｈ.'、.ノミーノ、.’

注（
１
）
。
（
２
）

り
）

（
３
）
野
口

法
政
史
学
第
二
十
九
号

弁
護
士
大
野
成
之
校
閲
（
明
治
三
十
一
年
四
月
十
七
日
）

伊
藤
源
太
郎
家
文
書

年
十
月
十
五
日
）

『
復
古
記
』
第
十
一
冊
東
山
道
野
記

伊
藤
源
太
郎
「
士
族
復
帰
願
」
（
明
治
一
一
一
十
一
年
七
月
二
十
九
日
）

「
栗
沢
汝
右
衛
門
一
代
記
」
（
多
摩
歴
史
資
料
叢
書
第
一
輯
）

伊
藤
源
太
郎
家
文
書
「
嘘
轤
禄
処
分
法
早
わ
か
り
」
（
昭
和
一
一
一
十
三

野
口
正
久
家
文
書

以
下
、
出
典
に
つ
・

拠
る
も
の
と
す
る
。

久
家
文
書
「
御
用
書
物
写
」
（
慶
応
三
年
正
月
）
。
な
お
、

出
典
に
つ
い
て
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
は
同
史
料
に

飯
田
森
次
郎
「
静
岡
移
住
願
控
書
」
（
明
治
三
年
二
月
よ

「
追
記
」
成
稿
に
当
り
法
政
大
学
村
上
直
教
授
か
ら
有
益
な
御
助
言
を
い

た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。

（
８
）
金
谷
郷
土
資
料
研
究
会
「
牧
野
原
開
拓
者
名
簿
」
（
昭
和
三
十
九

年
）

（
９
）
「
岩
井
宜
徳
自
伝
」
・
「
内
野
目
辺
昔
話
」
小
栗
運
治
（
昭
和
四
十

年
）

（
、
）
。
（
、
）
。
（
、
）
。
（
皿
）
前
掲
注
（
５
）
と
同
じ
。

（
皿
）
栗
沢
家
文
脅
「
穣
渡
し
証
文
」

（
咽
）
前
掲
注
（
５
）
と
同
じ
。

（
珀
）
色
川
大
吉
「
困
民
党
と
自
由
党
」
『
歴
史
学
研
究
』
第
二
四
七
号
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